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「受講生の声」～モニターアンケートより抜粋 
 

○ゴールから逆算して講義が構成されているので 

これだけやればいいというのが明確で、不安が払拭されました 

○やみくもに暗記しようとしていたが、 

パワーポイントの図表により知識が整理された 

○レジュメが類似概念・紛らわしい要件がよくまとめられていて、 

これは入手する価値があると思います 

 

○8回の講義を終えた後には直前期に見返すものが完成していた 

○わずか8回の講義で民事訴訟法を一回しできたのが良かった 

○条文判例本が使える形で手元に残るのがいい 

○直前期に一気に聴くと役に立つ講座だと思う 

 

○問題を解く上で受験生がひっかかり易い点を知れて良かった 

○ローの授業でやる部分をとばしてくれたので効率がよかった 

○イマイチ理解しにくい条文、判例の理解ができた 

○なかなか手の回らない部分まで押さえられて助かった 

○民訴の理解だけでなく択一における民事系の重要性までわかった 

 

○せっかく男前なのに今後は通信販売だけなのはもったいない 

○声が聴きやすい！ 

○講義の進め方のテンポがよく集中できた 

○この講義(特にレジュメ)の存在は人に教えたくないです 

カ　リ　キ　ュ　ラ　ム

1 民訴の勉強法，裁判所，当事者等 ～移送や代理人の必要な知識をブラッシュアップ！

2 訴訟費用，訴訟記録の閲覧，期日，送達等 ～責問権の放棄・喪失や条文が読みにくい送達をブラッシュアップ！

3 既判力等 ～既判力に関するややこしい判例をわかりやすく解説！

4 訴え等 ～当事者適格や確認の利益に関わるややこしい判例をわかりやすく解説！

5 訴えの変更，当事者の欠席等 ～自白に関わるややこしい判例をわかりやすく解説！

6 準備手続，口頭弁論，証拠調べ等 ～文書提出命令など証拠調べ全般の条文知識をブラッシュアップ！

7 訴訟の終了等 ～判決に関わる見慣れない条文や判例をブラッシュアップ！

8 上訴，手形訴訟等，複数当事者訴訟等 ～上訴等の必要な知識をブラッシュアップ！

通信部 講座ｺｰﾄﾞ 辰已価格 生協価格 申込開始 発送開始

カセット 07NA3T \49,200 \46,740

ＭＤ 07NA3W \49,200 \46,740
10/14(日) 10/20(土)

講義時間： １回３時間/計８回24時間 
 

使用教材： 
① 「条文判例本5 民事系民訴」当研究所刊 

～各自購入の上ご用意ください 

（※講義は，初版・H19年版いずれにも対応） 

② 講師作成レジュメ 

■講師： H19新司合格者 畠田 豊（はただ ゆたか） 
 
甲南大学法科大学院修了。司法書士から転進し，見事Ｈ19新司で一発合

格を果たす。司書受験生時代に身に付けた圧倒的な知識量で，Ｈ19新司短

答では民訴・会社法等で９割以上の得点を獲得。民事系では答練～本試験

を通して安定した高得点を叩き出し続けた。 

講師経験を豊富に有し，司書講座の講師時代からやわらかな語り口調と

わかりやすい説明に定評がある。 

民訴を安定した得点源に！ 
民訴はあなたを裏切りません。民訴では今まで推論問題の

出題がなく，押さえるべき知識を押さえれば，後は安定して得

点源となる科目です。 

「条文」と「判例」をきっちり押さえること，これに尽きます。単

に覚えるだけではすぐに忘れます。重要なことは「理解して記

憶」すること，そして「類似概念を比較」して整理することに尽

きます。あとは時々にくり返せばよいだけです。 
 
必要な部分・間違いやすい部分を整理！ 

しかし条文構造がわかりにくかったり，判例の帰結が理解し

がたいのも事実です。そこで，民訴を実際に９割とった合格者

が，９割得点に必要な条文と判例をわかりやすく整理＆説明

します。 

「条文判例本」にすら書かれない条文それぞれの趣旨，司

法書士合格者だから知っている条文の趣旨も紐解き，あなた

の理解を助けます。レジュメでは表を多用することで，類似概

念を一気に整理します。特に受験生が間違いやすい箇所も

随時指摘していくことであなたを高得点へ導きます。 


